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第二章 安全保障 

（平和主義） 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とす

る国際平和を誠実に希求し、国権の発動とし

ての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力

の行使は、国際紛争を解決する手段としては

用いない。 

２ 前項の規定は、自衛権の発動を妨げる

ものではない。

第二章 戦争の放棄 

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とす

る国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる

戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこ

れを放棄する。 

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その

他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権

は、これを認めない。 

　　↑これらがきれいさっぱり削除され、その

代わりにトンデモない集団的自衛権行使・可

能を捻込んできた！　2005年版よりもっと過

激になった。

<--　この自衛権とは集団的自衛権のことを

指し、安倍氏もそうゆっているし、それしかゆ

ってない。対となっている個別的自衛権には

ついては一切触れてない。

※「集団的自衛権とは」を、2003年9月　と　

2005年4月 にアップしている。

このように改訂されたら、アメリカからの要求

に対して「拒否できていた理由」があったの

に、そのものが消滅してしまう。だから、「さっ

さと行けっ！」と要請されたら、日本国は従う

ほか無くなってしまう。

アメリカはイラクで懲りているので兵士を温存

しようとする。自衛隊（国防軍）がその代わり

に戦場に飛ばされる事態がでてくる。「戦闘地

域でない」などの縛りは端からない。

そもそも、アメリカと軍事同盟を結んでいるの

で、もともと逃げられない。が、これまでは憲

法を盾に、憲法９条があったから、のらりくらり

とやり過ごすことが可能だった。とてつもなく
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強力な盾だった。アメリカにとっては邪魔で邪

魔で仕方なかった。それを、完全に取っ払うと

いう。

この同盟とは、「血の同盟」だと、安倍晋三氏

は著書でゆっている。

（国防軍） 

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国

及び国民の安全を確保するため、内閣総理

大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

２ 国防軍は、前項の規定による任務を遂行

する際は、法律の定めるところにより、国会

の承認その他の統制に服する。 

３ 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行

するための活動のほか、法律の定めるところ

により、国際社会の平和と安全を確保するた

めに国際的に協調して行われる活動及び公

の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自

由を守るための活動を行うことができる。 

４ 前二項に定めるもののほか、国防軍の組

織、統制及び機密の保持に関する事項は、

法律で定める。 

５ 国防軍に属する軍人その他の公務員がそ

の職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に

関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法

律の定めるところにより、国防軍に審判所を

置く。この場合においては、被告人が裁判所

へ上訴する権利は、保障されなければならな

い。

〔新設〕 

<--　現行憲法第九条二項がバッサリ削除さ

れ、その代わりにこの第九条の二を新規に拵

え、突っ込んできた。この第九条の二、２～４

項は２００５年版の第９条の２（自衛軍）をその

まま嵌め込んだだけ。自衛軍だけを国防軍に

すり替えて。

２００５年版の時にも解説したが、この条文で

戦闘、戦争をさせないという明確な歯止めが

現行憲法から消滅することになる。

「国際的に協調して行われる活動」と称して、

米軍下請けの戦闘が海外で可能な根拠とな

る。飛ばされたら、もう、そこは戦場。非戦闘

地域などの縛りは、勿論、端からない。 

実際の根拠法は「海外派兵を恒久的に自衛

隊の本来任務とする国際平和協力法案」が

すでに準備されている。

<-- もともと公務員には、守秘義務が課せら

れている。現行の裁判制度に掛けるだけで必

要十分。

これだと、公務員が国防軍の審判所、軍法会

議にかけられ処罰されることになる。ひとたび

軍が設置されたら、すべてに優先されるのが

世界の常。 裁判所への上訴権保障とあるが

絵空事となる怖れ大。
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